
一般財団法人埼玉県教職員互助会運営協議員 募集要領 

 

趣旨 

 この要領は、一般財団法人埼玉県教職員互助会運営協議会要綱に基づく

運営協議員の「立候補による者」の募集について必要な事項を定めるもの

とする。 

 

１ 目的 

互助会が一般財団法人への移行に伴い設置した任意の機関である互

助会運営協議会の運営協議員の一部を会員からの立候補により募り、幅

広く意見を取り入れ、当会の円滑な事業運営を図る。 

 

２ 応募資格 

一般財団法人埼玉県教職員互助会員であること。（運営規則第６条に

規定する現職会員） 

 

３ 任期等 

（１）令和７年度から令和８年度までの２年とし、再任を妨げない。 

（２）任期中に会員資格を失った場合は、運営協議員の資格も失う。 

 

４ 会議の招集等  

（１）運営協議会は、毎年１回理事長が招集する。ただし、理事長が 

必要と認めた場合は、臨時で招集することができる。 

（２）毎年、（１０月に予定）平日に開催する運営協議会に出席し、 

必要な事項について助言を行う。 

（３）代理出席は、できない。 

 

５ 募集の方法 

「福利さいたま」及び互助会ホ－ムペ－ジに掲載する方法により募集 

する。 

 

６ 募集人数等 

（１）毎任期ごと１回 

（２）募集人数は、１名 

（３）募集期間は、６月上旬から８月中旬まで 

 

７ 報酬等 

（１）報酬は、支給しない。 

（２）旅費は、一般財団法人埼玉県教職員互助会役員等報酬基準の定 

めにより支給する。 



８ 応募方法 

  運営協議員に応募しようとする者（以下、「応募者」）は、互助会ホ 

ームページに掲載されている申込フォームにて申し込む。 

 

９ 選出方法等 

（１）応募者が、募集数を超えた場合は、抽選により選出する。 

（２）選出された者については、本人及びその所属所長に通知する。 

 

   附則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

   附則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

  

 

 

※  理事会の諮問に応じ、運営上必要な事項について助言を行う機関とし、

当会が一般財団法人への移行に伴い設置した任意の機関である。 

※  運営協議員の選出は、教育機関や公立学校長を代表する者等（定数

35名以内）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


